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(57)【要約】
【課題】第１及び第２の透明導電膜の形状を外部からほ
とんど認識することができないようにした静電誘導型タ
ッチパネルを提供する。
【解決手段】
　基板７の一方の面に形成された複数のＸ軸方向導電膜
８と、前記基板７の他方の面に前記複数のＸ軸方向導電
膜８の間の領域に対応させて形成された複数のＹ軸方向
導電膜９と、前記基板７の複数のＸ軸方向導電膜８が形
成された面上に、前記導電膜８の配置領域を覆って設け
られ、基板７との界面の反射率と、Ｘ軸方向導電膜８と
の界面の反射率とが実質的に等しくなる屈折率をもった
第１の誘電体層１０と、前記基板７の複数のＹ軸方向導
電膜９が形成された面上に、前記導電膜９の配置領域を
覆って設けられ、基板７との界面の反射率と、Ｙ軸方向
導電膜９との界面の反射率とが実質的に等しくなる屈折
率をもった第２の誘電体層１１とを備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の２つの板面のうちの一方の面に設けられ、予め定めた第１の方向に沿って形
成され、互いに平行に配置された複数の第１の透明導電膜と、
　前記基板の他方の面に、前記複数の第１の透明導電膜の間の領域に対応させて設けられ
、前記第１の方向と実質的に直交する第２の方向に沿って形成され、互いに平行に配置さ
れた複数の第２の透明導電膜と、
　前記基板の前記複数の第１の導電膜が形成された面上の前記複数の第１の導電膜の配置
領域と、前記基板の前記複数の第２の導電膜が形成された面上の前記複数の第２の導電膜
の配置領域とのうちの少なくとも一方に、前記基板とその上に形成された導電膜に接して
設けられ、前記基板との界面の反射率と、前記基板上に設けられた導電膜との界面の反射
率とが実質的に等しくなる屈折率をもった誘電体層と、
を備えることを特徴とする静電誘導型タッチパネル。
【請求項２】
　基板と、
　前記基板の２つの板面のうちの一方の面に設けられ、予め定めた第１の軸方向に沿って
形成され、互いに平行に配置された複数の第１の透明導電膜と、
　前記基板の前記一方の面の前記複数の第１の透明導電膜の間の領域に、前記第１の透明
導電膜と絶縁して設けられ、前記第１の方向と実質的に直交する第２の方向に沿って形成
され、互いに平行に配置された複数の第２の透明導電膜と、
　前記基板の前記複数の第１及び第２の導電膜が形成された面上に、少なくとも前記第１
及び第２の導電膜の配置領域を覆って設けられ、前記基板との界面の反射率と、前記第１
の導電膜及び第２の導電膜との界面の反射率とが実質的に等しくなる屈折率をもった誘電
体層と、
を備えることを特徴とする静電誘導型タッチパネル。
【請求項３】
　誘電体層の上に配置されたカバー板をさらに備えることを特徴とする請求項１または２
に記載の静電誘導型タッチパネル。
【請求項４】
　誘電体層は、基板の屈折率をｎＰ、第１及び第２の透明導電膜の屈折率をｎＩとしたと
き、これらの屈折率の積ｎＰ・ｎＩの平方根と実質的に同じ値の屈折率をもった誘電体に
より形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の静電誘導型タッチ
パネル。
【請求項５】
　誘電体層は、基板の透明導電膜が形成された面上に塗布され、塗布後に硬化された接着
剤層からなっており、カバー板は、前記誘電体層に接着されていることを特徴とする請求
項３に記載の静電誘導型タッチパネル。
【請求項６】
　誘電体層は、基板の透明導電膜が形成された面上に密着された樹脂フィルムからなって
おり、カバー板は、前記誘電体層の上に貼付けられていることを特徴とする請求項３に記
載の静電誘導型タッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、静電容量型タッチパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　静電容量型タッチパネルは、透明基板に、予め定めた第１の方向に沿ったバー形状に形
成され、互いに平行に配置された複数の第１の透明導電膜と、前記基板に、前記第１の方
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向と実質的に直交する第２の方向に沿ったバー形状に形成され、互いに平行に配置された
複数の第２の透明導電膜と、これらの透明導電膜との間に誘電体層を介在させて配置され
、タッチ面を形成するカバー板とにより構成されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　この静電誘導型タッチパネルは、前記カバー板の外面を人の指先等の導電性を有するタ
ッチ物体でタッチすることによる前記第１及び第２の導電膜と前記カバー板の外面との間
の静電容量の変化に対応した前記第１の導電膜及び第２の導電膜を流れる電流値の変化を
検出し、これらの電流値からタッチ入力を検出する。
【特許文献１】特開２００６－５１１８７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記静電誘導型タッチパネルは、例えばタッチパネル付き表示装置等に用いられるが、
従来の静電誘導型タッチパネルは、前記第１及び第２の透明導電膜の形状が外部から認識
されるため、従来の静電誘導型タッチパネルを備えた表示装置は、前記タッチパネルを介
して観察される表示画像中に前記第１及び第２の透明導電膜の形状に対応したノイズ像が
見え、表示品質を低下させるという問題をもっている。
【０００５】
　この発明は、第１及び第２の透明導電膜の形状に対応したノイズ像を低減した静電誘導
型タッチパネルを提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明の請求項１に記載の静電誘導型タッチパネルは、
　基板と、
　前記基板の２つの板面のうちの一方の面に設けられ、予め定めた第１の方向に沿って形
成され、互いに平行に配置された複数の第１の透明導電膜と、
　前記基板の他方の面に、前記複数の第１の透明導電膜の間の領域に対応させて設けられ
、前記第１の方向と実質的に直交する第２の方向に沿って形成され、互いに平行に配置さ
れた複数の第２の透明導電膜と、
　前記基板の前記複数の第１の導電膜が形成された面上の前記複数の第１の導電膜の配置
領域と、前記基板の前記複数の第２の導電膜が形成された面上の前記複数の第２の導電膜
の配置領域とのうちの少なくとも一方に、前記基板とその上に形成された導電膜に接して
設けられ、前記基板との界面の反射率と、前記基板上に設けられた導電膜との界面の反射
率とが実質的に等しくなる屈折率をもった誘電体層と、
を備えることを特徴とする。
【０００７】
　この発明の請求項２に記載の静電誘導型タッチパネルは、
　基板と、
　前記基板の２つの板面のうちの一方の面に設けられ、予め定めた第１の軸方向に沿って
形成され、互いに平行に配置された複数の第１の透明導電膜と、
　前記基板の前記一方の面の前記複数の第１の透明導電膜の間の領域に、前記第１の透明
導電膜と絶縁して設けられ、前記第１の方向と実質的に直交する第２の方向に沿って形成
され、互いに平行に配置された複数の第２の透明導電膜と、
　前記基板の前記複数の第１及び第２の導電膜が形成された面上に、少なくとも前記第１
及び第２の導電膜の配置領域を覆って設けられ、前記基板との界面の反射率と、前記第１
の導電膜及び第２の導電膜との界面の反射率とが実質的に等しくなる屈折率をもった誘電
体層と、
を備えることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、前記請求項１または２に記載の静電容量型タッチパネルにお
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いて、前記誘電体層の上に配置されたカバー板をさらに備えることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、前記請求項１～３のいずれかに記載の静電容量型タッチパネ
ルにおいて、前記誘電体層は、前記基板の屈折率をｎＰ、前記第１及び第２の透明導電膜
の屈折率をｎＩとしたとき、これらの屈折率の積ｎＰ・ｎＩの平方根と実質的に同じ値の
屈折率をもった誘電体により形成されていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、前記請求項３に記載の静電容量型タッチパネルにおいて、前
記誘電体層は、前記基板の透明導電膜が形成された面上に塗布され、塗布後に硬化された
接着剤層からなっており、前記カバー板は、前記誘電体層に接着されていることを特徴と
する。
【００１１】
　請求項６に記載の発明は、前記請求項３に記載の静電容量型タッチパネルにおいて、前
記誘電体層は、前記基板の透明導電膜が形成された面上に密着された樹脂フィルムからな
っており、前記カバー板は、前記誘電体層の上に貼付けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明の静電容量型タッチパネルによれば、前記第１及び第２の透明導電膜の形状を
外部からほとんど認識することができないようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（第１の実施形態）
　図１はタッチパネル付き表示装置の概略図であり、この表示装置は、液晶表示素子１と
、前記液晶表示素子１の観察側とは反対側に配置され、前記液晶表示素子１に向けて照明
光を照射する面光源５と、前記液晶表示素子１の観察側に配置された静電容量型タッチパ
ネル６とからなっている。
【００１４】
　前記液晶表示素子１は、例えばＴＦＴ（薄膜トランジスタ）をアクティブ素子としたア
クティブマトリックス液晶表示素子であり、その具体的な構成は図示しないが、枠状のシ
ール材４を介して接合された観察側とその反対側の一対の透明基板２，３間の間隙の前記
シール材４で囲まれた領域に液晶が封入され、前記一対の基板２，３の互いに向き合う内
面のうちの一方の基板の内面に、行及び列方向に配列させて形成された複数の画素電極と
、これらの画素電極にそれぞれ接続された複数のＴＦＴと、各行のＴＦＴにゲート信号を
供給する複数の走査線と、各列のＴＦＴに画像データ信号を供給する複数の信号線が設け
られ、他方の基板の内面に、前記複数の画素電極と対向する一枚膜状の対向電極と、前記
複数の画素電極と前記対向電極とが互いに対向する領域からなる複数の画素にそれぞれ対
向させて形成された赤、緑、青の３色のカラーフィルタが設けられ、前記一対の基板２，
３の外面にそれぞれ偏光板が配置されている。
【００１５】
　また、図１では面光源５を簡略化しているが、この面光源５は、板状の透明部材からな
り、その一端面に光を入射させる入射面が形成され、２つの板面のうちの前記液晶表示素
子１と対向する側の板面に前記入射面から入射した光の出射面が形成され、反対側の板面
に前記入射面から入射した光を前記出射面に向けて反射する反射面が形成された導光板と
、この導光板の入射面に対向させて配置されたＬＥＤ（発光外オード）等からなる複数の
発光素子とによって構成されている。
【００１６】
　図２～図６はこの発明の第１の実施例を示しており、図２は静電容量型タッチパネル６
の一部分の平面図、図３は図２の一部分の拡大図、図４は図２のIV－IV線に沿う断面図で
ある。
【００１７】
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　この静電容量型タッチパネル６は、基板７と、前記基板７の２つの板面のうちの一方の
面に設けられ、予め定めた第１の方向に沿って形成され、互いに平行に配置された複数の
第１の透明導電膜８と、前記基板７の他方の面に、前記複数の第１の透明導電膜８の間の
領域に対応させて設けられ、前記第１の方向と実質的に直交する第２の方向に沿って形成
され、互いに平行に配置された複数の第２の透明導電膜９と、前記基板７の前記複数の第
１の導電膜８が形成された面上に設けられた透明な第１の誘電体層１０と、前記基板７の
前記複数の第２の導電膜９が形成された面上に設けられた透明な第２の誘電体層１１と、
前記第１と第２のいずれか一方の誘電体層、例えば第２の誘電体層１１の上に配置され、
タッチ面を形成する透明なカバー板１２とを備えている。以下、前記第１の方向をＸ軸方
向、前記第１の導電膜８をＸ軸方向導電膜、前記第２の方向をＹ軸方向、前記第２の導電
膜９をＹ軸方向導電膜という。
【００１８】
　前記基板７は、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタク
リレート）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＥ（ポリエステル）、ＰＣ（ポリカーボネート
）、ＰＳ（ポリサルフォン）等の樹脂またはガラスからなる誘電性基板であり、１．５～
１．６程度の屈折率をもっている。
【００１９】
　また、前記複数のＸ軸方向導電膜８と前記複数のＹ軸方向導電膜９はそれぞれ、１．８
～２．０程度の屈折率をもった透明導電材、例えばＩＴＯ（酸化インジウム・スズ）等か
らなっている。
【００２０】
　前記複数のＸ軸方向導電膜８はそれぞれ、Ｘ軸方向に沿って一定ピッチで形成された複
数の電極部８ａと、これらの電極部８ａを、前記電極部８ａのＸ軸方向と直交する方向の
幅の中央部において繋ぐ複数の接続線部８ｂとからなっており、前記基板７の一方の面の
略全域に、１つのＸ軸方向導電膜８における複数の電極部８ａのピッチと同程度のピッチ
で互いに平行に配置されている。
【００２１】
　なお、このＸ軸方向導電膜８の複数の電極部８ａは、例えば略正方形状に形成されてお
り、これらの電極部８ａが、この電極部８ａのＸ軸方向の幅よりも僅かに大きいピッチで
前記Ｘ軸方向に配置されている。
【００２２】
　また、前記複数のＹ軸方向導電膜９はそれぞれ、Ｙ軸方向に沿って一定ピッチで形成さ
れた複数の電極部８ａと、これらの電極部８ａを、前記電極部９ａのＹ軸方向と直交す方
向の幅の中央部において繋ぐ複数の接続線部８ｂとからなっており、前記基板７の一方の
面の略全域に、１つのＹ軸方向導電膜９における複数の電極部９ａのピッチと同程度のピ
ッチで互いに平行に配置されている。
【００２３】
　このＹ軸方向導電膜９の複数の複数の電極部９ａは、前記Ｘ軸方向導電膜８の隣り合う
２つの電極部８ａ，８ａの間の領域に対応し、且つ前記Ｘ軸方向導電膜８の電極部８ａに
対してＹ軸方向に１／２ピッチずれた位置に、前記Ｘ軸方向導電膜８の電極部８ａと同程
度の大きさの略正方形状に形成されている。
【００２４】
　そして、前記Ｙ軸方向導電膜９の複数の複数の電極部９ａを繋ぐ接続線部９ｂは、前記
Ｘ軸方向導電膜８の隣り合う２つの電極部８ａ，８ａ間に対応する部分において前記Ｘ軸
方向導電膜８の接続線部８ｂと交差している。
【００２５】
　さらに、前記基板７の端部には、図示しないタッチ入力検出回路に接続される複数の端
子（図示せず）が配列形成されており、前記複数のＸ軸方向導電膜８及び複数のＹ軸方向
導電膜９は、前記複数の端子にそれぞれ接続されている。
【００２６】
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　また、前記基板７の前記複数のＸ軸方向導電膜８が形成された面上に設けられた第１の
誘電体層１０は、前記基板７との界面の反射率と、前記Ｘ軸方向導電膜８との界面の反射
率とが実質的に等しくなる屈折率をもった誘電体により、少なくとも前記複数のＸ軸方向
導電膜８の配置領域、好ましくは前記基板７の全体を覆って、前記基板７とその上に形成
された複数のＸ軸方向導電膜８に接して設けられており、前記基板７の前記複数のＹ軸方
向導電膜９が形成された面上に設けられた第２の誘電体層１１は、前記基板７との界面の
反射率と、前記Ｙ軸方向導電膜９との界面の反射率とが実質的に等しくなる屈折率をもっ
た誘電体により、少なくとも前記複数のＹ軸方向導電膜９の配置領域、好ましくは前記基
板７の全体を覆って、前記基板７とその上に形成された複数のＹ軸方向導電膜９に接して
設けられている。
【００２７】
　この実施例において、前記第１と第２の誘電体層１０，１１はそれぞれ、前記基板７の
複数のＸ軸方向導電膜８が形成された面上及び複数のＹ軸方向導電膜９が形成された面上
に塗布され、塗布後に硬化された接着剤層からなっており、これらの誘電体層１０，１１
の屈折率は、前記接着剤層の硬化後の屈折率である。
【００２８】
　前記カバー板１２は、強化ガラス板またはアクリル樹脂板等からなっており、前記基板
７と同じ形状または前記基板７よりも大きい形状に形成され、前記基板７及び前記第２の
誘電体層１１の全体を覆って配置され、前記接着剤層からなる第２の誘電体層１１に接着
されている。
【００２９】
　前記第１及び第２の誘電体層１０，１１の屈折率、つまり前記接着剤層の硬化後の屈折
率は、前記第１及び第２の誘電体層１０，１１と前記基板７との界面の反射率と、前記第
１及び第２の誘電体層１０，１１と前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９との界面の反
射率とに基づいて、次のようにして求める。
【００３０】
　図５は、前記カバー板１２の外面側から入射した光の第２の誘電体層１１と基板７及び
Ｙ軸方向導電膜９との界面での反射を示す模式図であり、図５のように、基板７の屈折率
をｎＰ、Ｙ軸方向導電膜９の屈折率をｎＩ、第２の誘電体層１１の屈折率をｎＡとし、前
記第２の誘電体層１１と基板７との界面の反射率をＲ１、前記第２の誘電体層１１とＹ軸
方向導電膜９との界面の反射率をＲ２とすると、これらの界面の反射率Ｒ１，Ｒ２は、次
の（１）式及び（２）式で表される。
【数１】

【００３１】
　図６は、前記第２の誘電体層１１の屈折率ｎＡに対応した前記第２の誘電体層１１と基
板７との界面及びＹ軸方向導電膜９との界面の反射率を示す図であり、ここでは、前記基
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．０のＩＴＯ膜であるときの反射率を示している。
【００３２】
　図６のように、前記第２の誘電体層１１とＰＥＴからなる基板７との界面（以下、ＰＥ
Ｔ界面という）の反射率Ｒ１と、前記第２の誘電体層１１とＩＴＯからなるＹ軸方向導電
膜９との界面（以下、ＩＴＯ界面という）の反射率Ｒ２は、前記第２の誘電体層１１の屈
折率ｎＡに対応してそれぞれ曲線状に変化し、互いに交差する点が存在する。すなわち、
反射率Ｒ１と反射率Ｒ２とが等しくなる第２の誘電体層１１の屈折率ｎＡが存在する。
【００３３】
　Ｒ１＝Ｒ２のとき、上記（１）式と（２）式は、
【数２】

【００３４】
であり、この（３）式を整理すると、
【数３】

【００３５】
になる。
【００３６】
　この（４）式から、Ｒ１＝Ｒ２になるとき、つまり図６におけるＰＥＴ界面の反射率Ｒ

１の曲線とＩＴＯ界面の反射率Ｒ２の曲線とが交差する点Ｐに対応した第２の誘電体層１
１の屈折率ｎＡは、
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【数４】

【００３７】
で表される。
【００３８】
　そこで、この静電容量型タッチパネルでは、前記第１の誘電体層１０を、前記基板７の
屈折率ｎＰと前記Ｙ軸方向導電膜９の屈折率ｎＩとの積ｎＰ・ｎＩの平方根と実質的に同
じ値の屈折率ｎＡをもった接着剤層により形成している。なお、硬化後の屈折率が１．７
３である接着剤としては、ホレチオウレタン樹脂（屈折率１．７～１．８）や、高屈折率
タイプのエポキシ樹脂（屈折率１．６～１．７）がある。
【００３９】
　上記のように、基板７が屈折率ｎＰ＝１．５のＰＥＴ基板であり、Ｙ軸方向導電膜９が
屈折率ｎＩ＝２．０のＩＴＯ膜であるときの、前記ＰＥＴ界面の反射率Ｒ１と前記ＩＴＯ
界面の反射率Ｒ２とがＲ１＝Ｒ２になる第１の誘電体層１０の屈折率ｎＡは、ｎＡ＝１．
７３であり、このときの前記ＰＥＴ界面及びＩＴＯ界面の反射率Ｒ１，Ｒ２は、Ｒ１＝Ｒ

２＝０．５２％である。
【００４０】
　同様に、前記基板７のＸ軸方向導電膜８が形成された面上に設けられた第１の誘電体層
１０は、前記基板７の屈折率をｎＰ、前記Ｘ軸方向導電膜８の屈折率をｎＩとしたとき、
これらの屈折率の積ｎＰ・ｎＩの平方根と実質的に同じ値の屈折率をもった透明材（この
実施例では接着剤）により形成されている。
【００４１】
　この静電容量型タッチパネル６は、図１のように、液晶表示素子１の観察側に、前記カ
バー板１２の外面を観察側に向けて配置され、前記カバー板１２の外面を人の指先等の導
電性を有するタッチ物体でタッチすることによりタッチ入力される。
【００４２】
　なお、この静電容量型タッチパネル６に対するタッチ入力の検出は、図示しないタッチ
入力検出回路により、前記カバー板１２の外面を前記導電性を有するタッチ物体でタッチ
することによる複数のＸ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９と前記カバー板１２の外面との
間の静電容量の変化に対応した前記複数のＸ軸方向導電膜８及び複数のＹ軸方向導電膜９
を流れる電流値の変化を検出し、これらの電流値に基づいてタッチ位置のＸ軸方向とＹ軸
方向の位置を検出することにより行われる。
【００４３】
　上記静電容量型タッチパネル６は、前記基板７の複数のＸ軸方向導電膜８が形成された
面上に、前記基板７との界面の反射率と、前記Ｘ軸方向導電膜８との界面の反射率とが実
質的に等しくなる屈折率をもった第１の誘電体層１０を設け、前記基板７の複数のＹ軸方
向導電膜９が形成された面上に、前記基板７との界面の反射率と、前記Ｙ軸方向導電膜９
との界面の反射率とが実質的に等しくなる屈折率をもった第２の誘電体層１１を設けてい
るため、前記第２の誘電体層１１の外面に配置されたカバー板１２の外面側から入射した
光の前記第１の誘電体層１０と前記基板７との界面の反射率と、前記第１の誘電体層１０
と前記Ｙ軸方向導電膜９との界面の反射率とにほとんど差が無く、また、前記第２の誘電
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体層１１と前記基板７との界面の反射率と、前記第２の誘電体層１１と前記Ｘ軸方向導電
膜８との界面の反射率にも差が無い。
【００４４】
　そのため、この静電容量型タッチパネル６によれば、前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜
８，９の形状を外部からほとんど認識することができないようにすることができる。
【００４５】
　すなわち、前記第１及び第２の誘電体層１０，１１と前記基板７との界面の反射率と、
前記第１及び第２の誘電体層１０，１１と前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９との界
面の反射率とが異なる場合は、これらの界面の明るさの差により、前記Ｘ軸方向及びＹ軸
方向導電膜８，９の形状が外部から認識される。
【００４６】
　それに対して、上記実施例の静電容量型タッチパネル６は、前記第１及び第２の誘電体
層１０，１１と前記基板７との界面の反射率と、前記第１及び第２の誘電体層１０，１１
と前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９との界面の反射率とが実質的に等しく、これら
の界面の明るさに差が無いため、前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９の形状が外部か
ら認識され無い。
【００４７】
　したがって、この静電容量型タッチパネル６によれば、図１に示した表示装置に、前記
タッチパネルを介して観察される表示画像中に前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８．９の
形状に対応したノイズ像が見えることが無い、高品質の画像を表示させることができる。
【００４８】
　また、上記実施例の静電容量型タッチパネル６は、前記第１と第２の誘電体層１０，１
１をそれぞれ、前記基板７上に塗布され、塗布後に硬化された接着剤層により形成し、前
記カバー板１２を、前記第１と第２の誘電体層１０，１１の一方（この実施例では第２の
誘電体層１１）に接着しているため、前記接着剤の塗布厚の制御により、任意の層厚の第
１及び第２の誘電体層１０，１１を精度良く形成することができ、また、前記カバー板１
２の接合強度を高くすることができる。
【００４９】
　なお、上記実施例の静電容量型タッチパネル６において、前記基板７の前記複数のＸ軸
方向導電膜８が形成された面上の前記複数のＸ軸方向導電膜８の配置領域と、前記基板７
の前記複数のＹ軸方向導電膜９が形成された面上の前記複数のＹ軸方向導電膜９の配置領
域とのうちのいずれか一方に、前記基板７とその上に形成された導電膜に接して設けられ
、前記基板７との界面の反射率と、前記基板７上に設けられた前記導電膜との界面の反射
率とが実質的に等しくなるような値の屈折率をもった誘電体層を設けても良く、この場合
も、表示画像中に前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８．９のいずれかのノイズ像が見えな
くなり、高品質の画像を表示させることができる。　また、上記実施例の静電容量型タッ
チパネル６において、前記複数のＸ軸方向導電膜８と前記複数のＹ軸方向導電膜９は、同
材質、つまり同じ屈折率をもった透明導電材により形成しても、異なる材質、つまり屈折
率が異なる透明導電材により形成してもよく、前記Ｘ軸方向導電膜８とＹ軸方向導電膜９
を同材質の透明導電材により形成する場合は、前記第１と第２の誘電体層１０，１１を同
材質の誘電体により形成し、前記Ｘ軸方向導電膜８とＹ軸方向導電膜９を異なる材質の透
明導電材により形成する場合は、前記第１の誘電体層１０と前記第２の誘電体層１１とを
それぞれ上記（５）式を満足する屈折率をもった誘電体により形成すればよい。
【００５０】
　さらに、上記実施例では、カバー板１２を、前記第１と第２の誘電体層１１のうちの前
記基板７の複数のＹ軸方向導電膜９が形成された面を覆って設けられた第２の誘電体層１
１の上に配置しているが、前記カバー板１２は、前記基板７の複数のＸ軸方向導電膜８が
形成された面を覆って設けられた第１の誘電体層１０の上に配置してもよい。
【００５１】
　　（第２の実施形態）
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　図７はこの発明の第２の実施例を示す静電容量型タッチパネルの一部分の断面図である
。なお、この実施例において、上記第１の実施例と対応するものには図に同符号を付し、
同一のものについてはその説明を省略する。
【００５２】
　この実施例は、上記第１の実施例の静電容量型タッチパネル６において、第１の誘電体
層と第２の誘電体層とをそれぞれ、前記基板７の屈折率をｎＰ、前記Ｘ軸方向及びＹ軸方
向導電膜８，９の屈折率をｎＩとしたとき、これらの屈折率の積ｎＰ・ｎＩの平方根と実
質的に同じ値の屈折率をもった透明な樹脂フィルムにより形成し、この樹脂フィルムから
なる第１の誘電体層１０ａと第２の誘電体層１１ａとを、前記基板７の複数のＸ軸方向導
電膜８が形成された面上と、前記基板７の複数のＹ軸方向導電膜９が形成された面上とに
それぞれ真空圧着等の手段により密着させ、これらの誘電体層１０ａ，１１ａのいずれか
一方、例えば第２の誘電体層１１ａの上に、カバー板１２を接着剤または粘着材１３によ
って貼付けたものであり、他の構成は第１の実施例と同じである。
【００５３】
　　（第３の実施形態）
　図８～図１１はこの発明の第３の実施例を示しており、図８は静電容量型タッチパネル
の一部分の平面図、図９は図８の一部分の拡大図、図１０は図８のIX－IX線に沿う断面図
、図１１は図８のX－X線に沿う断面図である。なお、この実施例において、上記第１の実
施例と対応するものには図に同符号を付し、同一のものについてはその説明を省略する。
【００５４】
　この実施例の静電容量型タッチパネル６ａは、基板７のいずれか一方の面に、複数のＸ
軸方向導電膜８と複数のＹ軸方向導電膜９とを形成し、前記基板７の前記複数のＸ軸方向
及びＹ軸方向導電膜８，９が形成された面上に、少なくとも前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導
電膜８，９の配置領域、好ましくは前記基板７の全体を覆って、前記基板７との界面の反
射率と、前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９との界面の反射率とが実質的に等しくな
る屈折率をもった透明な誘電体層１５を設け、この誘電体層１５の上にカバー板１２を配
置したものであり、他の構成は第１の実施例と同じである。
【００５５】
　この実施例において、前記複数のＸ軸方向導電膜８は、前記基板７の一方の面に、複数
の電極部８ａとこれらの電極部８ａを繋ぐ複数の接続線部８ｂとからなるバー形状に形成
され、前記複数のＹ軸方向導電膜９は、前記基板７の一方の面の前記複数のＸ軸方向導電
膜８，８の間の領域に、複数の電極部９ａとこれらの電極部９ａを繋ぐ複数の接続線部９
ｂとからなるバー形状に形成されており、さらに前記複数のＹ軸方向導電膜９の複数の接
続線部９ｂは、前記複数のＸ軸方向導電膜８の複数の接続線部８ｂ毎に、前記接続線部８
ｂを覆って設けられた絶縁膜１４の上に形成され、前記絶縁膜１４によって前記Ｘ軸方向
導電膜８と絶縁されている。
【００５６】
　また、前記誘電体層１５は、前記基板７の屈折率をｎＰ、前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導
電膜の屈折率をｎＩとしたとき、これらの屈折率の積ｎＰ・ｎＩの平方根と実質的に同じ
値の屈折率をもった誘電体により形成されている。
【００５７】
　この実施例において、前記誘電体層１５は、前記基板７の複数のＸ軸方向及びＹ軸方向
導電膜８，９が形成された面上に塗布され、塗布後に硬化された接着剤層からなっており
、前記カバー板１２は、前記接着剤層からなる誘電体層１５に接着されている
　この静電容量型タッチパネル６ａは、前記基板７の一方の面に、複数のＸ軸方向導電膜
８と複数のＹ軸方向導電膜９とを形成し、この面上に、前記基板７との界面の反射率と、
前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９との界面の反射率とが実質的に等しくなる屈折率
をもった誘電体層１５を設けているため、前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９の形状
を外部からほとんど認識することができないようにし、図１に示した表示装置に、前記タ
ッチパネルを介して観察される表示画像中に前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８．９の形
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状に対応したノイズ像が見えることが無い、高品質の画像を表示させることができる。
【００５８】
　また、この静電容量型タッチパネル６ａは、前記基板７の一方の面に前記複数のＸ軸方
向導電膜８と複数のＹ軸方向導電膜９とを形成しているため、前記誘電体層１５は、前記
基板７の前記一方の面上だけに設ければよく、したがって、上記第１の実施例の静電容量
型タッチパネル６に比べて、容易に、且つ低コストに製造することができる。
【００５９】
　　（第４の実施形態）
　図１２及び図１３はこの発明の第４の実施例を示しており、図１２は静電容量型タッチ
パネルの図８におけるIX－IX線に対応した部分の断面図、図１１は前記静電容量型タッチ
パネルの図８におけるXI－XI線に対応した部分の断面図である。なお、この実施例におい
て、上記第３の実施例と対応するものには図に同符号を付し、同一のものについてはその
説明を省略する。
【００６０】
　この実施例は、上記第３の実施例の静電容量型タッチパネル６ａにおいて、誘電体層を
、前記基板７の屈折率をｎＰ、前記Ｘ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９の屈折率をｎＩと
したとき、これらの屈折率の積ｎＰ・ｎＩの平方根と実質的に同じ値の屈折率をもった透
明な樹脂フィルムにより形成し、この樹脂フィルムからなる誘電体層１５ａを、前記基板
７の複数のＸ軸方向及びＹ軸方向導電膜８，９が形成された面上に真空圧着等の手段によ
り密着させ、この誘電体層１５ａの上に、カバー板１２を接着剤または粘着材１６によっ
て貼付けたものであり、他の構成は第３の実施例と同じである。
【００６１】
　　（他の実施形態）
　なお、上記各実施例の静電容量型タッチパネル６，６ａでは、Ｘ軸方向導電膜８の複数
の電極部８ａと、Ｙ軸方向導電膜９の複数の複数の電極部９ａをそれぞれ略正方形状に形
成しているが、これらの電極部８ａ，９ａは、他の形状に形成してもよい。
【００６２】
　また、この発明の静電容量型タッチパネルは、図１の液晶表示素子１を備えたタッチパ
ネル付き表示装置に限らず、例えば、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）表示素子や
プラズマ表示素子等の発光型表示素子を備えたタッチパネル付き表示装置にも利用するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】タッチパネル付きタッチ入力機能を備えた表示装置の概略図。
【図２】この発明の第１の実施例を示す静電容量型タッチパネルの一部分の平面図。
【図３】図２の一部分の拡大図。
【図４】図２のIV－IV線に沿う断面図。
【図５】前記静電容量型タッチパネルにおけるカバー板の外面側から入射した光の第２の
誘電体層と基板及びＹ軸方向導電膜との界面での反射を示す模式図。
【図６】前記第２の誘電体層の屈折率に対応した前記第２の誘電体層と基板との界面及び
Ｙ軸方向導電膜との界面の反射率を示す図。
【図７】この発明の第２の実施例を示す静電容量型タッチパネルの一部分の断面図。
【図８】この発明の第３の実施例を示す静電容量型タッチパネルの一部分の平面図。
【図９】図８の一部分の拡大図。
【図１０】図８のIX－IX線に沿う断面図。
【図１１】図８のX－X線に沿う断面図。
【図１２】この発明の第４の実施例を示す静電容量型タッチパネルの図８におけるIX－IX
線に対応した部分の断面図。
【図１３】第４の実施例の静電容量型タッチパネルの図８におけるXI－XI線に対応した部
分の断面図。
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【符号の説明】
【００６４】
　１…液晶表示素子、６，６ａ…静電容量型タッチパネル、７…基板、８…第１の透明導
電膜（Ｘ軸方向導電膜）、９…第２の透明導電膜（Ｙ軸方向導電膜）、８ａ，９ａ…電極
部、８ｂ，９ｂ…接続線部、１０，１１，１５…誘電体層（接着剤層）、１０ａ，１１ａ
，１５ａ…誘電体層（樹脂フィルム）、１４…絶縁膜、１２…カバー板、１３，１６…接
着剤または粘着材。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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